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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年９月１４日 １０時００分ごろ 

発生場所 福島県猪苗代湖北西岸所在のオートキャンプ場の東方約５００ｍ 

事故調査の経過  平成２６年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ S P X
エスピーエックス

、５トン未満 

 ２３０－３６１２５埼玉、個人所有 

 ２.３０ｍ（Lr）×１.０５ｍ×０.３０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、６９.８７kＷ、平成９年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３年１１月６日 

  免許証交付日 平成２５年９月４日 

         （平成３０年９月３日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船底外板の突起部に凹損 

 事故の経過 船長は、本船をトレーラーでけん引して、平成２６年９月１４日０

７時ごろ、猪苗代湖北西岸にあるオートキャンプ場に到着し、既に到

着していた友人グループと食事をした後、１０時少し前にオートキャ

ンプ場近くの岸辺から友人が操縦する水上オートバイ１隻（以下「僚

船」という。）と共に発進し、本船、僚船の順で、湖面中央に向けて

東進を始めた。 

船長は、スロットルを半分程度開き、約２０～３０km/h の速力で

前方の景色を眺めながら東進を続け、岸辺から約５００ｍ東進した１

０時００分ごろ、本船の操縦ハンドルを飛び越えるようにして前方の

湖面に落水した。 

船長は、我に返ったときには水中におり、浮上後、顔面から出血し

ていることに気付いた。 

船長は、救助に近づいて来た僚船の後席に乗り、緊急エンジン停止

コードを使用していなかったため、アイドリング状態で前進を続けて

いた本船に乗り移って自らが操縦し、僚船と共に発進地に戻った。 
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船長は、友人グループが手配した救急車で病院に搬送されて治療を

受け、その後受診した地元の病院で、全治６か月の顔面骨折等と診断

された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 その他の事項  船長は、発進から本事故発生に至る航跡等を詳細に記憶しておら

ず、また、本船はＧＰＳ等の航跡が記録される航海計器を備えていな

かった。 

船長は、水上オートバイの操縦経験が約２０年あった。 

 船長は、Ｔシャツ、海水パンツ及び固型式の救命胴衣を着用してい

た。 

船長及び友人グループ共に、猪苗代湖での遊走は本事故時が初めて

であった。 

 本船の本事故時の喫水は、船首尾共に約３５cmであった。 

猪苗代湖は、雨量が少なく、台風災害の治水のために水門を開けて

水位を調整するので、１年を通して９月の水位が一番低く、人が歩く

ことができる程度の浅所が点在していた。また、地元の人であれば、

これらの情報を知っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

不明 

 本船は、猪苗代湖北西岸から東進中、水面下の物に衝突又は乗り揚

げ、その衝撃により船長が前方に飛ばされて落水したものと考えられ

るが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長は、前方に飛ばされて落水した際に、顔面を負傷したものと考

えられるが、負傷に至る状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、猪苗代湖北西岸から東進中、水面下の物に衝突

又は乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・初めての場所を遊走する際は、地元の遊走者等に、浅所の位置等

の水路状況を確認すること。 

 

 


